
携
帯
電
話
使
用
に
よ
る
犯
罪
被
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

　

携
帯
電
話
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
で
知
り
合
っ
た
人
と
会
っ

て
、
犯
罪
被
害
に
遭
う
少
年
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
サ
イ
ト
利
用

者
の
中
に
は
、
犯
罪
を
た
く
ら
む
人
物
が
い
る
こ
と
を
十
分
認
識

し
ま
し
ょ
う
。

○
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
加
入
は
保
護
者
の
責
任

　

新
規
購
入
、
機
種
変
更
の
際
に
は
必
ず
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
つ

け
、
子
ど
も
か
ら
頼
ま
れ
て
も
十
分
に
話
し
合
い
、
安
易
に
解
除

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
ル
ー
ル
を
決
め
て
正
し
く
利
用

　

携
帯
電
話
を
買
い
与
え
る
際
は
、
ル
ー
ル
を
決
め
て
、
マ
ナ
ー

を
守
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
の
利
用
に
関
し
て

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
場
合
は
「
個
人
情
報
を

掲
載
し
な
い
」
「
サ
イ
ト
上
で
知
り
合
っ
た
人
と
絶
対
に
会
わ
な

い
」
こ
と
を
守
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

シルバー見守りネット
平成23年７月１日運用開始

　保護が必要な高齢者等（障がい者や小学生以下の児童を含む）の行方不明手配
や、交通安全・犯罪被害等の情報等を、警察から直接、あなたの携帯電話等に、
メールで配信します。（希望する警察署管内の情報を受信できます。）
　高齢者等の見守り活動促進に、役立てていただくための情報です。

※登録方法
①携帯電話から、net110@ansin.police.pref.kumamoto.jpに空メールを
送信してください。

②返信された画面を確認し、http:～部分をクリックします。
③登録画面が表示されるので、該当する部分を入力し、「登録」ボタンを
押してください。

※登録操作は、お近くのdocomoショップ　auショップ　ソフトバンクシ
ョップでお手伝いできます。

平
成
23
年
度

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
ご
案
内

第
２
回
危
険
物
取
扱
者
試
験
（
甲
種
・
乙
種
全
類
・
丙
種
）

○
試
験
日　

平
成
23
年
11
月
６
日
（
日
）

○
願
書
受
付
期
間　

平
成
23
年
９
月
６
日
（
火
）
〜
９
月

16
日
（
金
）

○
試
験
会
場　

①
熊
本
市　

②
八
代
市

　
　
　
　
　
　

③
玉
名
市　

④
天
草
市

（
注
）
試
験
日
、
試
験
会
場
及
び
願
書
受
付
期
間
が
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

危
険
物
取
扱
者
免
状
に
つ
い
て

　

危
険
物
取
扱
者
免
状
は
10
年
に
１
回
必
ず
更
新
で
す
。

交
付
日
か
ら
10
年
を
過
ぎ
た
免
状
は
、
写
真
の
書
換
え
が

必
要
で
す
。

■
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
…

（
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
熊
本
県
支
部
ま
で

　

住
所
：
熊
本
市
九
品
寺
１
丁
目
11-

４
（
県
教
育
会
館
４
階
）

　

電
話
：
０
９
６-

３
６
４-

５
０
０
５

○
平
成
23
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

　

「
消
し
た
は
ず　

決
め
つ
け
な
い
で　

も
う
一
度
」

南
部
分
署

税
情
報

高
森
警
察
署

消
防

な
ん
で
も

知
っ
て
お
き
た
い

こちら

です!

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
６
２-

０
１
１
０

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署　

℡
６
２-

９
０
３
４

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
税
務
署　
　
　

℡
０
９
６
７-

２
２-

０
５
５
１

文
書
回
答
手
続
に
つ
い
て

　

全
国
の
国
税
局
に
お
い
て
は
、
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の

一
環
と
し
て
、
個
別
の
取
引
等
に
係
る
税
務
上
の
取
扱

い
に
つ
い
て
の
照
会
に
対
す
る
回
答
を
文
書
に
よ
り
行

う
と
と
も
に
、
同
様
の
取
引
等
を
行
う
他
の
納
税
者
の

予
測
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
の
照
会
及
び
回
答

の
内
容
を
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
同
業
者
団
体
等
か
ら
の
照
会
（
そ
の
構
成
員

が
行
う
取
引
等
に
係
る
税
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の

照
会
に
限
り
ま
す
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
文
書

に
よ
る
回
答
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
照
会
及
び
回
答

の
内
容
を
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
手
続
等
で
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
阿
蘇
税
務
署
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

配信内容例

高齢者の交通安全情報
○月○日　午前５時頃、○○町
の県道○号線の交差点で71歳の
男性が道路を横断中に、車両に
はねられ死亡しました。

犯罪被害情報
○○町の高齢者宅に、孫である
かのように装い、「携帯番号が
変わった」「事故を起こしてお
金がいる。」という不審な電話
がかかってきています。

行方不明徘徊の高齢者の手配
○町の72歳の男性が行方不明と
なっています。身長○○㎝、や
せ形、白髪、服装は○○です。
見かけられた方は○○警察署へ
ご連絡ください。

警察からのお知らせ
○月○日から○日まで、「○○
安全運動」期間中です。○日○
時から○○で高齢者参加の○○
が開催されます。

登録を
お願いします！

Takamori 2011・714




